
　
国
際
姉
妹
都
市
の
マ
ー
ル
ボ
ロ
ウ

市
か
ら
、
ミ
ド
ル
ス
ク
ー
ル
の
生
徒

が
10
月
13
日
㈮
に
来
日
し
、
24
日
㈫

ま
で
市
内
に
滞
在
し
ま
す
。

▽
募
集
数
　
12
家
庭
︵
男
子
生
徒
６

　
人
、
女
子
生
徒
６
人
、
抽
選
︶

▽
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
期
間
　
10
月
14
日

　
㈯
〜
24
日
㈫

※
10
月
16
日
㈪
〜
23
日
㈪
︵
土
曜
・

　
日
曜
日
を
除
く
︶
は
、
受
入
生
徒

　
と
一
緒
に
市
立
中
学
校
に
通
い
ま

　
す
。

▽
謝
礼
　
商
品
券
１
万
円
分

▽
職
種
　
非
常
勤
職
員
︵
児
童
館
補

　
助
員
、
学
童
ク
ラ
ブ
補
助
員
︶

　●

期
間
…
７
月
21
日
㈮
〜
８
月
31
日

　
㈭
︵
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
︶

　●

勤
務
日
時

＊
児
童
館
補
助
員
…
雇
用
期
間
内
で

　
５
日
間
　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

　
後
６
時
ま
で
の
う
ち
７
時
間

＊
学
童
ク
ラ
ブ
補
助
員
…
月
曜
か
ら

　
土
曜
日
ま
で
の
間
で
週
５
日
間
　

　
午
前
８
時
〜
午
後
７
時
︵
主
に
午

　
前
８
時
〜
正
午
、
実
働
４
時
間
︶

　●

勤
務
場
所
…
市
内
児
童
館
、
学
童

　
ク
ラ
ブ

　●

勤
務
内
容
…
児
童
へ
の
集
団
、
個

　
別
指
導

　●

賃
金
…
時
給
９
４
５
円

※
午
後
６
時
〜
７
時
、
月
曜
か
ら
金

　
曜
日
ま
で
の
午
前
８
時
〜
８
時
30

　
分
、
土
曜
日
の
午
前
８
時
〜
９
時

※
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
中
に
か
か
る
経
費

　
は
各
家
庭
で
負
担

▽
応
募
条
件

　●

市
立
中
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
が

　
い
る
家
庭

　●

国
際
交
流
に
興
味
が
あ
り
、
受
け

　
入
れ
に
つ
い
て
、
家
族
全
員
の
承

　
諾
が
得
ら
れ
る
こ
と

　●

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
期
間
中
、
生
徒
を

　
１
人
に
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と

　●

国
籍
、
人
種
、
性
別
、
宗
教
、
思

　
想
な
ど
で
差
別
的
な
言
動
を
し
な

　
い
こ
と

　●

本
事
業
の
計
画
に
従
っ
て
受
け
入

　
れ
る
こ
と
︵
説
明
会
、
歓
迎
式
、

　
事
後
報
告
会
へ
の
出
席
な
ど
︶

▽
申
込
み
方
法
　
６
月
29
日
㈭
ま
で

　
に
、
申
込
書
を
在
籍
中
学
校
に
提

　
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
市
立
中
学
校
、
生
涯

　
学
習
推
進
課
で
配
布
し
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

　
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
生
涯
学
習
推

　
進
課
生
涯
学
習
係
︵
直
通
５
５
８

　
・
２
４
３
８
︶

　
は
時
給
１
１
８
１
円

　●

募
集
人
数
…
10
人
程
度
︵
保
育

　
士
、
教
員
免
許
が
あ
る
方
と
経
験

　
者
優
先
︶

　●

応
募
方
法
…
６
月
21
日
㈬
ま
で
に

　
履
歴
書
︵
上
半
身
正
面
脱
帽
写
真

　
貼
付
︶
を
直
接
窓
口
に
お
持
ち
く

　
だ
さ
い
。

　●

応
募
・
問
合
せ
…
子
ど
も
政
策
課

　
児
童
館
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
２

　
５
０
︶

▽
職
種
　
非
常
勤
嘱
託
員

　●

期
間
…
９
月
１
日
〜
平
成
30
年
３

　
月
31
日
︵
延
長
の
可
能
性
有
︶

　●

勤
務
日
…
月
19
日

　●

勤
務
時
間
…
午
前
９
時
〜
午
後
５

　
時
︵
実
働
７
時
間
︶

　●

職
務
内
容
…
難
病
に
係
る
相
談
支

　
援
、
難
病
医
療
費
助
成
申
請
の
受

　
付
事
務
、
障
が
い
者
福
祉
に
係
る

　
相
談
支
援
、
窓
口
受
付
事
務

　●

賃
金
…
時
給
１
８
６
０
円

　
情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
保
有
す

る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
市
民
の
権

利
を
保
障
し
、
透
明
で
開
か
れ
た
市

政
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

制
度
で
す
。
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な

　●

応
募
資
格
…
保
健
師
、
精
神
保
健

　
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士

※
い
ず
れ
の
職
種
も
普
通
運
転
免
許

　
が
必
要

　●

募
集
人
数
…
１
人

　●

申
込
み
方
法
…
７
月
３
日
㈪
ま
で

　
に
、
履
歴
書
︵
上
半
身
正
面
脱
帽

　
写
真
貼
付
︶
と
資
格
を
証
明
で
き

　
る
も
の
の
写
し
を
添
え
て
、
直
接

　
窓
口
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　●

応
募
・
問
合
せ
…
障
が
い
者
支
援

　
課
障
が
い
者
相
談
係
︵
直
通
５
５

　
８
・
１
１
５
７
︶

　
梅
雨
の
時
期
に
は
、
長
雨
や
集
中

豪
雨
で
地
盤
や
、
が
け
、
よ
う
壁
な

取
り
扱
い
を
定
め
る
こ
と
で
、
市
民

の
権
利
利
益
を
保
護
し
、
市
民
の
皆

さ
ん
が
自
分
の
情
報
の
開
示
、
訂
正

な
ど
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る
制

度
で
す
。
平
成
28
年
度
の
市
政
情
報

の
公
開
請
求
︵
申
し
出
︶
、
個
人
情

報
の
開
示
請
求
な
ど
の
状
況
は
、
表

１
か
ら
表
４
ま
で
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
法
規
係

ど
の
崩
壊
が
起
こ
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
特
に
、
危
な
い
が
け
や
不
完
全

な
よ
う
壁
に
覆
わ
れ
た
家
や
土
地
で

は
、
大
き
な
被
害
が
出
る
ば
か
り
で

な
く
、
隣
接
す
る
方
の
生
命
、
財
産

に
ま
で
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
周
り
の
安
全
を
確
か

め
、
危
な
い
石
積
や
土
留
な
ど
は
補

強
し
、
雨
水
の
排
水
を
良
く
す
る
な

ど
、
安
全
対
策
に
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。
す
で
に
、
関
係
機
関
か
ら
改
善

な
ど
の
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
を
受

け
て
い
る
方
は
、
補
強
、
改
良
な
ど

の
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
法
律
︵
宅
地
造
成
等
規
制

法
︶
で
定
め
ら
れ
た
区
域
内
で
、
一

定
の
高
さ
以
上
の
切
土
・
盛
土
を
す

る
場
合
や
よ
う
壁
な
ど
を
築
造
す
る

と
き
は
、
事
前
に
許
可
が
必
要
で
す
。

▽
相
談
・
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
指

　
導
係
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事

　
務
所
開
発
指
導
第
一
課
︵
☎
０
４

　
２
・
５
４
８
・
２
０
３
７
︶

　
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
耐
震

改
修
工
事
を
し
た
住
宅
で
、
次
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、
翌
年
度
分
の
家

屋
の
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
を
減

額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上

　●

耐
震
改
修
に
１
戸
当
た
り
50
万
円

　
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た
住
宅

※
減
額
対
象
床
面
積
…
１
戸
当
た
り

　
１
２
０
平
方
　
相
当
分
ま
で

※
耐
震
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回
限

　
り

▽
問
合
せ
　
生
活
福
祉
課
庶
務
計
画

　
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定

の
省
エ
ネ
︵
熱
損
失
防
止
︶
改
修
工

事
を
し
た
住
宅
で
、
次
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
１
２
０
平
方
　
ま
で
を

限
度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅
︵
賃
貸
住
宅
を
除
く
︶

　
で
、
次
の
改
修
工
事
に
補
助
金
な

　
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50
万
円

　
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た
住
宅

　●

窓
の
断
熱
改
修
工
事
︵
必
須
︶

　●

床
、
天
井
か
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上

※
改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が
50
平

　
方
　
以
上

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
期
間
は
適
用
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
省
エ
ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回

　
限
り

　
係
、
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
［
☎

　
０
５
７
０
・
０
９
２
・
５
０
６

　
︵
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
、
６
月
30
日
㈮

　
ま
で
の
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
︶
］

　
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
︵
居
住
安
全
︶
改
修
工
事

を
し
た
住
宅
で
、
次
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
１
０
０
平
方
　
分
ま
で
を

限
度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
︵
廊
下

　
の
拡
幅
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、

　
階
段
の
勾
配
の
緩
和
、
床
の
段
差

　
の
解
消
、
浴
室
の
改
良
、
引
き
戸

　
の
取
り
替
え
、
便
所
の
改
良
、
床

　
表
面
の
滑
り
止
め
化
︶
で
、
補
助

　
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

　
万
円
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た

　
住
宅

　●

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
を

　
経
過
し
た
住
宅
︵
賃
貸
住
宅
を
除

　
く
︶

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上

　●

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
す
る

　
既
存
の
住
宅

＊
65
歳
以
上
の
方
︵
工
事
が
完
了
し

　
た
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
︶

＊
要
介
護
認
定
か
要
支
援
認
定
を
受

　
け
て
い
る
方
　

＊
障
が
い
の
あ
る
方

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
適
応
さ

　
れ
ま
せ
ん
。

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
の
適
用

　
は
１
回
限
り

▽
そ
の
他
　
改
修
後
３
か
月
以
内
に

　
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係
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耐
震
改
修
を
し
た
住
宅

省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
し
た
住
宅

国際姉妹都市マールボロウ市（米国）
　　生徒のホストファミリー募集

情
報
公
開
制
度
・

　
個
人
情
報
保
護
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
利
用
状
況

危
険
な
が
け
や

　
　
　
家
の
ま
わ
り
の
再
点
検

耐
震
改
修
な
ど
を
し
た
住
宅
の

　
固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

非
常
勤
職
員
・
嘱
託
員
の
募
集

件数

1

2

1

1

3

5

2

1

2

12

2

3

6

41

取下げ

1

0

1

審査請求

0

0

0

非公開

0

1

1

一部公開

17

11

28

公開

開示

8

3

11

区　分

義務的公開

任意的公開

合　計

主 管 課

企画政策課

総務課

契約管財課

地域防災課

市民課

課税課

農林課

観光商工課

生活福祉課

区画整理推進室

管理課

指導室

生涯学習スポーツ課

合　　　　計

合　　　　計

実施機関

市　　　長

教育委員会

表２　市政情報の公開・非公開などの処理件数

表３　実施機関別の個人情報開示
　　　請求件数

表４　個人情報の開示・非開示などの処理件数

※任意的公開…市政情報の公開を請求できるもの以外からの申し出に対する
　公開とあきる野市情報公開条例の施行前に作成・取得した市政情報の公開

表１　実施機関別の市政情報公開請求（申し出）件数

8

一部開示

0

非開示

0

取下げ

0

審査請求

件数主 管 課

市民課

課税課

高齢者支援課

子育て支援課

3

1

2

2

8

実施機関

市　　長

臨
時
福
祉
給
付
金

（
経
済
対
策
分
）
の
申
請

　
　
　
受
付
は
７
月
３
日
ま
で

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル


